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限度額設定型貿易保険約款 

 

平成 15年４月１日 03‐制度‐00017 
沿革 平成 26年６月 19日 一部改正 

 

 

第１章 総 則 

（この約款の内容） 

第１条 この約款は、貿易保険法（昭和 25年法律第 67 号。以下「法」

という。）の規定に基づく普通貿易保険の保険約款とする。 

第１章 総 則 

（この約款の内容） 

第１条 この約款は、貿易保険法（昭和 25年法律第 67 号。以下「法」

という。）の規定に基づく普通輸出保険、輸出代金保険及び仲介

貿易保険（以下「普通輸出保険等」という。）のうち、あらかじ

め設定されたてん補責任の限度額の範囲内で、被保険者が受ける

損失をてん補する普通輸出保険等の保険約款とする。 

 

第２章 てん補の範囲 

（保険関係の成立） 

第２条 被保険者が保険契約の締結の日の属する月の１日から１

年の間（以下「保険関係成立期間中」という。）に証券記載の輸

出契約又は仲介貿易契約の相手方と締結した、輸出契約又は仲介

貿易契約を含む一の契約（ただし、一の契約に技術提供契約が含

まれる場合、当該技術提供契約に基づく技術の提供又はこれに伴

う労務の提供（以下「技術等の提供」という。）の対価の額が輸

出契約に基づく輸出貨物の代金の額又は仲介貿易契約に基づく

仲介貿易貨物の代金の額のいずれをも超える場合は、これに含ま

れない。以下「輸出契約等」という。）のすべてについて、日本

貿易保険と保険契約者との間で輸出契約等の締結の日に保険関

係が成立するものとする。 

第２章 てん補の範囲 

（保険関係の成立） 

第２条 被保険者が保険契約の締結の日の属する月の１日から１

年の間（以下「保険関係成立期間中」という。）に証券記載の輸

出契約又は仲介貿易契約（以下「輸出契約等」という。）の相手

方と締結したすべての輸出契約等については、日本貿易保険と保

険契約者との間で輸出契約等の締結の日に保険関係が成立する

ものとする。 

 

（てん補危険） 

第３条 日本貿易保険は、次の各号の損失を、この約款の定めると

ころに従い、てん補する責めに任ずる。 

一 被保険者が、次条第１号から第 13 号までのいずれかに該当

する事由によって、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて

輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売（貨物を船積すること

をいう。ただし、船積前に貨物を輸出契約等の相手方に引き渡

（てん補危険） 

第３条 日本貿易保険は、次の各号の損失を、この約款の定めると

ころに従い、てん補する責めに任ずる。 

一 被保険者が、次条第１号から第 13 号までのいずれかに該当

する事由によって、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて

輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売（貨物を船積すること

をいう。ただし、船積前に貨物を輸出契約等の相手方に引き渡
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すべきときは、その引き渡しをすることをいう。以下同じ。）

することができなくなったこと（次条第１号、第２号又は第８

号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸

出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売が著しく困難となった

と認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から

２月を経過した日まで輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物を販

売することができなかったことを含む。）により受ける損失。

ただし、次条第１号又は第３号から第９号までのいずれかに該

当する事由であって、仲介貿易貨物の船積国において生じた事

由により受ける損失を除く。 

二 被保険者が、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて輸出

貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売した場合において、次条第

１号から第９号まで、第 12号又は第 14号のいずれかに該当す

る事由によって当該輸出契約等の輸出貨物又は仲介貿易貨物

（以下「輸出貨物等」という。）の代金を回収することができ

ないことにより受ける損失。 

三 被保険者が、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて技術

等の提供を開始し、当該技術等の提供の対価が当該契約の当事

者間で確認されている場合において、次条第１号から第９号ま

で、第 12号又は第 14号のいずれかに該当する事由によって当

該対価を回収することができないことにより受ける損失。 

すべきときは、その引き渡しをすることをいう。以下同じ。）

することができなくなったこと（次条第１号、第２号又は第８

号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸

出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売が著しく困難となった

と認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から

２月を経過した日まで輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物を販

売することができなかったことを含む。）により受ける損失。

ただし、次条第１号又は第３号から第９号までのいずれかに該

当する事由であって、仲介貿易貨物の船積国において生じた事

由により受ける損失を除く。 

二 被保険者が、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて輸出

貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売した場合において、次条第

１号から第９号まで、第 12号又は第 14号のいずれかに該当す

る事由によって当該輸出貨物又は仲介貿易貨物の代金を回収

することができないことにより受ける損失。 

 

三 被保険者が、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて技術

の提供又はこれに伴う労務の提供（以下「技術等の提供」とい

う。）を開始し、当該技術等の提供の対価が当該契約の当事者

間で確認されている場合において、次条第１号から第９号ま

で、第 12号又は第 14号のいずれかに該当する事由によって当

該対価を回収することができないことにより受ける損失。 

第４条～第５条 （略） 第４条～第５条 （略）  

第３章 損失額及びてん補責任額 

（損失額） 

第６条 第３条第１号のてん補危険の損失の額は、保険価額のう

ち、被保険者が第４条第１号から第 13 号までのいずれかに該当

する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販

売することができなくなった仲介貿易貨物（第４条第１号、第２

号又は第８号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じ

たため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売が著しく困難と

なったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日

から２月を経過した日までに輸出することができなかった輸出

第３章 損失額及びてん補責任額 

（損失額） 

第６条 第３条第１号のてん補危険の損失の額は、保険価額のう

ち、被保険者が第４条第１号から第 13 号までのいずれかに該当

する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販

売することができなくなった仲介貿易貨物（第４条第１号、第２

号又は第８号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じ

たため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売が著しく困難と

なったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日

から２月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなか
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貨物及び販売することができなかった仲介貿易貨物を含む。）の

輸出契約等に基づく代金の額から次条各号の金額を控除した残

額をいう。 

った輸出貨物及び販売することができなかった仲介貿易貨物を

含む。）の輸出契約等に基づく代金の額から次条各号の金額を控

除した残額をいう。 

２ 第３条第２号又は第３号のてん補危険の損失額とは、保険価額

のうち、第４条第１号から第９号まで、第 12号又は第 14号のい

ずれかに該当する事由により被保険者が決済期限（第４条第 14

号に該当する事由によるときは、決済期限から３月を経過した

時）までに回収することができない代金等の額から次条各号（第

５号及び第６号を除く。）の金額を控除した残額をいう。 

２ 第３条第２号又は第３号のてん補危険の損失額とは、保険価額

のうち、第４条第１号から第９号まで、第 12号又は第 14号のい

ずれかに該当する事由により被保険者が決済期限（第４条第 14

号に該当する事由によるときは、決済期限から３月を経過した

時）までに回収することができない代金等の額から次条各号（第

４号を除く。）の金額を控除した残額をいう。 

 

（損失額算出上控除する金額） 

第７条 前条各項の規定により控除すべき金額は、次の各号に掲げ

る金額とする。 

一 被保険者が輸出契約等に基づいて輸出することができなく

なった輸出貨物、販売することができなくなった仲介貿易貨物

（以下「輸出等不能貨物」という。）又は輸出契約等に基づい

て代金を回収することができなくなった貨物（以下「代金回収

不能貨物」という。）を処分することにより取得した金額又は

取得し得べき金額から、当該金額を上限としてその処分に要し

た費用を控除した残額 

 

二 前号に掲げるもののほか、被保険者が第 17 条第１項又は第

２項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請

求権又は保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置

を講ずることにより取得した金額又は取得し得べき金額（延滞

利息を除く。） 

 

 

 

 

 

 

三 日本貿易保険が第 34 条に基づき権利行使等の委任を受けた

権利を行使して取得した金額及び取得し得べき金額（延滞利息

（損失額算出上控除する金額） 

第７条 前条各項の規定により控除すべき金額は、次の各号に掲げ

る金額とする。  

一 被保険者が第 17 条第１項の規定による輸出契約等の輸出貨

物又は仲介貿易貨物（以下「輸出貨物等」という。）の処分に

より取得した金額又は取得し得べき金額からその処分に要し

た費用又は要すべき費用を控除した残額（被保険者が輸出不能

となった輸出貨物又は販売不能となった仲介貿易貨物を処分

していない場合は、輸出又は販売不能となった日から２月を経

過した日における当該貨物の評価額から当該期間に当該貨物

の保存のために要した合理的な費用を控除した残額） 

二 前号に掲げるもののほか、被保険者が同条第１項又は第２項

の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権

又は保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置を講

ずることにより取得した金額又は取得し得べき金額（延滞利息

を除く。）から、当該金額を上限としてその履行のために要し

た費用又は要すべき費用を控除した残額（供給契約の解除、解

約その他これらに準ずる措置を講ずることにより、供給契約に

基づく貨物の引き渡しがなされない場合においては、供給契約

に基づく貨物の代金の額から違約金、手附、損害賠償その他被

保険者が当該解除等を行うために供給契約の相手方に支払っ

た金額又は支払うべき金額を控除した残額） 

 

 

 



限度額設定型貿易保険約款・新旧対照表 

4 

新 旧 備考 

を除く。） 

四 前３号に掲げるもののほか、第３条の規定に基づき日本貿易

保険がてん補する責に任ずる事由の発生により、被保険者が支

出を要しなくなった金額（ただし、供給契約の解除、解約その

他これらに準ずる措置を講ずることにより、供給契約に基づく

貨物の引き渡しがなされない場合においては、違約金、手附、

損害賠償その他被保険者が当該解除等を行うために供給契約

の相手方に支払った金額を控除した金額とする。） 

五 被保険者が輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売により

取得すべきであった利益（当該貨物に係る部分に限る。）の額 

六 被保険者が取得した前受金（貨物の船積前に受領する代金を

いう。）の額（ただし、当該前受金を返還すべき場合又は当該

前受金に相当する代替債務を負っている場合を除く。） 

 

三 前２号に掲げるもののほか、第３条の規定に基づき日本貿易

保険がてん補する責に任ずる事由の発生により、被保険者が支

出を要しなくなった金額 

 

 

 

 

四 被保険者が輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売により

取得すべきであった利益（当該貨物に係る部分に限る。）の額 

（てん補責任額） 

第８条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前２条の規定に基づき

算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額に 100

分の 90 を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とし、

この証券記載の輸出契約等の相手方ごとのてん補責任の限度額

（以下「保険金支払限度額」という。）の範囲内とする。 

一 被保険者が第 17 条第１項又は第２項の規定による損失の防

止軽減義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行す

れば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若

しくは保証債務の履行を受けることができたと認められる金

額 

二 日本貿易保険が第 14 条の規定に基づき、被保険者に指示を

した場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことに

より拡大したと認められる損失額 

（てん補責任額） 

第８条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前２条の規定に基づき

算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額に 100

分の 90 を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とし、

この証券記載の輸出契約等の相手方ごとのてん補責任の限度額

（以下「保険金支払限度額」という。）の範囲内とする。 

一 被保険者が第 17 条第１項又は第２項の規定による義務の履

行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減す

ることができたと認められる金額又は賠償若しくは保証債務

の履行を受けることができたと認められる金額 

 

二 日本貿易保険が第 14 条の規定に基づき、被保険者に指示を

した場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことに

より拡大したと認められる損失額 

 

２ 保険金の支払については、原則として次の各号の順とする。 

一 第３条第２号又は第３号に係る保険金の支払い（二以上の保

険金支払いに係る債権がある場合には、決済期限が到来した順

とし、決済期限が同日の場合は当該債権の額が大きい順とす

る。） 

二 第３条第１号の保険金の支払い（二以上の保険金支払いに係

２ 保険金の支払については、原則として次の各号の順とする。 

一 第３条第２号又は第３号に係る保険金の支払い（二以上の保

険金支払いに係る債権がある場合には、決済期限が到来した順

とし、決済期限が同日の場合は当該債権の額が大きい順とす

る。） 

二 第３条第１号の保険金の支払い（二以上の保険金支払いに係
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る債権がある場合には当該債権に係る輸出契約等の締結の日の

順とする。） 

る債権がある場合には当該債権に係る輸出契約等の締結の日の

順とする。） 

３ 前２項の規定により計算される支払うべき保険金の額が、保険

金支払限度額から既に支払った保険金の額及び支払うこととし

た保険金の額の合計を控除した額（以下「支払可能額」という。）

を超えることとなった場合には、支払可能額を限度として保険金

を支払う。 

３ 前２項の規定により計算される支払うべき保険金の額が、保険

金支払限度額から既に支払った保険金の額及び支払うこととし

た保険金の額の合計を控除した額（以下「支払可能額」という。）

を超えることとなった場合には、支払可能額を限度として保険金

を支払う。 

 

４ 保険関係成立期間中に保険金支払限度額の増額が行われた場

合は、保険金支払限度額を増額する前に保険関係が成立した輸出

契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属する月の１日

より前に締結した輸出契約等）についての保険金の支払は、保険

金支払限度額の増額が行われる前の支払可能額の範囲内とし、保

険金支払限度額の増額が行われた後に保険関係が成立した輸出

契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属する月の１日

以降に締結した輸出契約等）についての保険金の支払は、増額が

行われた後の支払可能額の範囲内とする。ただし、支払い得る保

険金の額は、増額後の保険金支払限度額（既に支払った保険金及

び支払うこととした保険金がある場合には、当該保険金の合計額

相当額を控除した額）を上限とする。 

４ 保険関係成立期間中に保険金支払限度額の増額が行われた場

合は、保険金支払限度額を増額する前に保険関係が成立した輸出

契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属する月の１日

より前に締結した輸出契約等）についての保険金の支払は、保険

金支払限度額の増額が行われる前の支払可能額の範囲内とし、保

険金支払限度額の増額が行われた後に保険関係が成立した輸出

契約等（保険金支払限度額の増額が行われた日の属する月の１日

以降に締結した輸出契約等）についての保険金の支払は、増額が

行われた後の支払可能額の範囲内とする。ただし、支払い得る保

険金の額は、増額後の保険金支払限度額（既に支払った保険金及

び支払うこととした保険金がある場合には、当該保険金の合計額

相当額を控除した額）を上限とする。 

 

５ この保険契約と被保険者及び証券記載の輸出契約等の相手方

を同じくするこの約款に基づく別の保険契約が存在する場合に

は、日本貿易保険が支払う保険金の合計額は、この保険契約及び

当該他の保険契約のそれぞれに係る証券記載の保険金支払限度

額（保険関係成立期間中に増額が行われた場合には、増額後の金

額をいう。）のうちいずれか大きい額の範囲内とする。この場合

の保険金支払の順序は、各保険契約を通じて第２項に定めるとこ

ろによる。 

５ この保険契約と被保険者及び証券記載の輸出契約等の相手方

を同じくするこの約款に基づく別の保険契約が存在する場合に

は、日本貿易保険が支払う保険金の合計額は、この保険契約及び

当該他の保険契約のそれぞれに係る証券記載の保険金支払限度

額（保険関係成立期間中に増額が行われた場合には、増額後の金

額をいう。）のうちいずれか大きい額の範囲内とする。この場合

の保険金支払の順序は、各保険契約を通じて第２項に定めるとこ

ろによる。 

 

（免責） 

第９条 日本貿易保険は、第 20条第３項及び第 34条第１項に規定

するもののほか、次の各号に掲げる損失をてん補する責めに任じ

ない。 

一 以下のいずれかに該当する輸出契約等に係る損失 

イ 輸出契約等の契約金額が 500億円超であるもの 

（免責） 

第９条 日本貿易保険は、第 20条第３項及び第 34条第１項に規定

するもののほか、次の各号に掲げる損失をてん補する責めに任じ

ない。 

一 以下のいずれかに該当する輸出契約等に係る損失 

イ 輸出契約等の契約金額が 500億円超であるもの。 
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ロ 輸出契約等の締結の日から最終決済期限の日までの期間

が１年超であるもの 

ハ 代金等の決済期限が船積の日又は対価の確認の日から６

月超であるもの 

ニ リテンション決済が含まれているもの 

ホ 輸出契約等に表示された通貨（邦貨の場合を含む。以下「表

示通貨」という。）と異なる通貨により代金等の決済が行わ

れる旨の規定を有するもの（以下「異種通貨決済輸出契約等」

という。）であって、表示通貨と異なる通貨への換算方法が

明確に定められていないもの 

ヘ この証券記載の輸出契約等の相手方、仕向国又は支払国の

いずれかが異なるもの 

ト 貿易保険法施行令（昭和 28 年政令第 141 号）第１条第１

項、第２項又は第６項に定める事項を備えていないもの 

チ 日本貿易保険が別に定める要件を備えているもの 

二 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又は

これらの者の代理人若しくは使用人（以下「被保険者等」とい

う。）の故意又は重大な過失により生じた損失 

三 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失（共

同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失

を含む。） 

四 輸出契約等に関して保険契約者又は被保険者による法令（外

国の法令を含む。）違反があった場合において生じた損失 

五 保険関係の成立から損失発生までのいずれかの時点におい

て、輸出契約等の相手方が、次のいずれかに該当する場合にお

ける第４条第 12号から第 14号までのいずれかに該当する事由

により生じた損失 

イ 被保険者の本店又は支店（被保険者が支店の場合、他の支

店を含む。） 

ロ 被保険者と特定の資本関係があるものとして、次のいずれ

かに該当する海外商社 

(1) 被保険者の親会社又は子会社（「親会社」とは、他の法

人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権（以下「議

ロ 輸出契約等の締結の日から最終決済期限の日までの期間

が１年超であるもの。 

ハ 代金等の決済期限が船積の日又は対価の確認の日から６

月超であるもの。 

ニ リテンション決済が含まれているもの。 

ホ 輸出契約等に表示された通貨（邦貨の場合を含む。以下「表

示通貨」という。）と異なる通貨により代金等の決済が行わ

れる旨の規定を有するもの（以下「異種通貨決済輸出契約等」

という。）であって、表示通貨と異なる通貨への換算方法が

明確に定められていないもの。 

ヘ この証券記載の輸出契約等の相手方、仕向国又は支払国の

いずれかが異なるもの。 

ト 貿易保険法施行令（昭和 28 年政令第 141 号）第１条第１

項、第２項又は第６項に定める事項を備えていないもの。 

チ 日本貿易保険が別に定める要件を備えているもの。 

二 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又は

これらの者の代理人若しくは使用人の故意又は重大な過失に

より生じた損失 

三 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失（共

同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失

を含む。） 

四 輸出契約等に関して保険契約者又は被保険者による法令（外

国の法令を含む。）違反があった場合において生じた損失 

五 保険関係の成立から損失発生までのいずれかの時点におい

て、輸出契約等の相手方が、次のいずれかに該当する場合にお

ける第４条第 12号から第 14号までのいずれかに該当する事由

により生じた損失 

イ 被保険者の本店又は支店（被保険者が支店の場合、他の支

店を含む。） 

ロ 被保険者と特定の資本関係があるものとして、次のいずれ

かに該当する海外商社 

(1) 被保険者の親会社又は子会社（「親会社」とは、他の法

人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権（以下「議
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決権」という。）の過半数を保有する法人をいう。「子会社」

とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。

他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会

社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法

人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。） 

(2) 被保険者の直接親会社の直接子会社（「直接親会社」と

は、親会社のうち、(1)により親会社とみなされる以外の

親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、(1)

により子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同

じ。） 

(3) 議決権の過半数を被保険者、被保険者の直接親会社又

は被保険者の直接子会社のうちいずれか２者以上が保有

する法人（(1)及び(2)に該当する法人を除く。） 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ハ 被保険者と特定の人的関係があるものとして、次のいずれ

かに該当する海外商社 

(1) 被保険者が取締役等（「取締役等」とは、派遣先におい

て代表権を有することとなる者、取締役の職に就く者若し

くはその他経営の基本的方針の決定に参加することとな

る者をいう。以下同じ。）を派遣する法人若しくは当該法

人が取締役等を派遣する法人又は被保険者に取締役等を

派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法

人 

(2) 被保険者が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は

被保険者に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しく

は直接子会社 

(3) 被保険者の直接親会社が取締役等を派遣する法人、被

保険者の直接親会社に取締役等を派遣する法人又は被保

険者の直接子会社が取締役等を派遣する法人 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ニ その他イからハに掲げるものと実質的に同視できるもの

として、日本貿易保険が特に認めた海外商社 

六 第 12 条第１項各号に規定する保険責任の開始日前に発生し

決権」という。）の過半数を保有する法人をいう。「子会社」

とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。

他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会

社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法

人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。） 

(2) 被保険者の直接親会社の直接子会社（「直接親会社」と

は、親会社のうち、(1)により親会社とみなされる以外の

親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、(1)

により子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同

じ。） 

(3) 議決権の過半数を被保険者、被保険者の直接親会社又

は被保険者の直接子会社のうちいずれか２者以上が保有

する法人（(1)及び(2)に該当する法人を除く。） 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ハ 被保険者と特定の人的関係があるものとして、次のいずれ

かに該当する海外商社 

(1) 被保険者が取締役等（「取締役等」とは、派遣先におい

て代表権を有することとなる者、取締役の職に就く者若し

くはその他経営の基本的方針の決定に参加することとな

る者をいう。以下同じ。）を派遣する法人若しくは当該法

人が取締役等を派遣する法人又は被保険者に取締役等を

派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法

人 

(2) 被保険者が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は

被保険者に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しく

は直接子会社 

(3) 被保険者の直接親会社が取締役等を派遣する法人、被

保険者の直接親会社に取締役等を派遣する法人又は被保

険者の直接子会社が取締役等を派遣する法人 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ニ その他イからハに掲げるものと実質的に同視できるもの

として、日本貿易保険が特に認めた海外商社 

六 第 12 条第１項各号に規定する保険責任の開始日前に発生し
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た第４条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失 た第４条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失 

（保険金不払、保険金返還） 

第 10条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、

保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若

しくは一部を返還させることができる。 

一 被保険者等の過失（重大な過失を除く。）により損失が生じ

たとき 

 

二 保険契約者又は被保険者が故意又は過失により事実を告げ

なかったとき又は真実でないことを告げたとき 

三 輸出契約等が無効であったとき 

四 前各号に掲げるほか、保険契約者又は被保険者がこの約款の

条項に違反したとき 

（保険金不払、保険金返還） 

第 10条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、

保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若

しくは一部を返還させることができる。 

一 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又は

これらの者の代理人若しくは使用人の過失（重大な過失を除

く。）により損失が生じたとき。  

二 保険契約者又は被保険者が故意又は過失により事実を告げ

なかったとき又は真実でないことを告げたとき。 

三 輸出契約等が無効であったとき。 

四 前各号に掲げるほか、保険契約者又は被保険者がこの約款の

条項に違反したとき。 

 

（保険契約の解除、失効） 

第 11 条 日本貿易保険は、第 20 条第２項及び第 22 条第４項に規

定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険

契約を解除することができる。 

一 保険契約者又は被保険者が、輸出契約等に関して不正競争防

止法（平成５年法律第 47 号）の贈賄に関する規定に違反した

とき 

二 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき 

（保険契約の解除、失効） 

第 11 条 日本貿易保険は、第 20 条第１項及び第 22 条第４項に規

定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険

契約を解除することができる。 

一 保険契約者又は被保険者が、輸出契約等に関して不正競争防

止法（平成５年法律第 47 号）の贈賄に関する規定に違反した

とき。 

二 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき。 

 

２ 保険関係成立期間中に、次の各号のいずれかに該当することと

なった証券記載の輸出契約等の相手方に係る部分は、その効力が

発生する日から失効する。ただし、失効日より前に締結された輸

出契約等について成立する保険関係に関しては、この限りではな

い。 

一 証券記載の仕向国又は支払国が、日本貿易保険が定める引受

停止国となったとき 

二 「海外商社名簿について」（平成 13年４月１日 01‐制度‐

00063（以下「名簿規程」という。））第１条に基づき作成され

た海外商社名簿に登録されている輸出契約等の相手方の格付

が事故管理区分となったとき 

２ 保険関係成立期間中に、次の各号のいずれかに該当することと

なった証券記載の輸出契約等の相手方に係る部分は、その効力が

発生する日から失効する。ただし、失効日より前に締結された輸

出契約等について成立する保険関係に関しては、この限りではな

い。 

一 証券記載の仕向国又は支払国が、日本貿易保険が定める引受

停止国となったとき 

二 「海外商社名簿について」（平成 13年４月１日 01‐制度‐

00063（以下「名簿規程」という。））第１条に基づき作成され

た海外商社名簿に登録されている輸出契約等の相手方の格付

が事故管理区分となったとき 

 

３ この約款に特別の定めがない限り、保険契約の解除又は失効 ３ この約款に特別の定めがない限り、保険契約の解除又は失効  
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は、将来に向かってのみその効力を生じる。 は、将来に向かってのみその効力を生じる。 

第 11条の２ （略） 第 11条の２ （略）  

（保険期間） 

第 12 条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、次の各号のとおり

とする。 

一 第３条第１号のてん補危険の場合にあっては、保険関係の成

立した日 

二 第３条第２号のてん補危険の場合にあっては、輸出契約等に

基づき輸出貨物等の輸出又は販売を行った日 

三 第３条第３号のてん補危険の場合にあっては、対価の確認の

日 

（保険期間） 

第 12 条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、次の各号のとおり

とする。 

一 第３条第１号のてん補危険の場合にあっては、保険関係の成

立した日 

二 第３条第２号のてん補危険の場合にあっては、輸出契約等に

基づき輸出貨物等の輸出若しくは販売を行った日 

 

三 第３条第３号のてん補危険の場合にあっては、対価の確認の

日 

 

２ 日本貿易保険の保険責任の終了日は、次の各号のとおりとす

る。 

一 第３条第１号のてん補危険の場合にあっては、前項第２号に

定める日の前日 

二 第３条第２号又は第３号のてん補危険の場合にあっては、輸

出契約等において定められた決済期限 

２ 日本貿易保険の保険責任の終了日は、次の各号のとおりとす

る。 

一 第３条第１号のてん補危険の場合にあっては、前項第２号に

定める日の前日 

二 第３条第２号又は第３号のてん補危険の場合にあっては、輸

出契約等において定められた決済期限 

 

第４章 保険契約者又は被保険者の義務 

第 13条～第 15条 （略） 

第４章 保険契約者又は被保険者の義務 

第 13条～第 15条 （略） 

 

（損失等発生の通知義務） 

第 16条 被保険者は、第４条第１号から第 13号の事由による損失

の発生を知ったときは、当該損失の発生の日から、また、決済期

限までに輸出契約等に基づく債務が履行されず、第４条第 14 号

の事由による損失を受けるおそれのあるときは、決済期限から、

原則として、45日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知（以

下「損失等発生通知」という。）しなければならない。 

（損失発生等の通知義務） 

第 16 条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失の発

生の日から、原則として、45 日以内にその旨を日本貿易保険に

書面で通知（以下「損失発生通知」という。）しなければならな

い。 

 

 ２ 被保険者は、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履行さ

れず、第４条第 14 号の事由による損失を受けるおそれのある場

合には、原則として、決済期限から 45 日以内にその旨を日本貿

易保険に書面で通知（以下「危険発生通知」という。）しなけれ

ばならない。 

 

 ３ 前項の場合において、決済期限から３月を経過した日までに、  
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第 18 条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知を損失

発生通知とみなし、代金等の一部についての入金が通知されてい

るときは、当該入金通知と危険発生通知をもって損失発生通知と

みなす。 

 ４ 被保険者が損失発生通知又は危険発生通知をする場合、分割納

付に係る保険料が未納であるときは、保険契約者は、日本貿易保

険が定める期日までに当該保険料を納付しなければならない。 

 

２ 被保険者が、損失等発生通知をすることを怠った場合、当該損

失等発生通知に係る輸出契約等の相手方と締結した輸出契約等に

ついて成立した保険関係は、第１項に定める期間の末日の翌日にさ

かのぼって失効するものとする。ただし、失効日より前に締結され

た輸出契約等について成立する保険関係に関しては、この限りでな

い。 

５ 被保険者が、損失通知発生又は危険発生通知をすることを怠っ

た場合、当該損失発生通知又は危険発生通知に係る輸出契約等の

相手方と締結した輸出契約等について成立した保険関係は、第１

項又は第２項に定める期間の末日の翌日にさかのぼって失効す

るものとする。ただし、失効日より前に締結された輸出契約等に

ついて成立する保険関係に関しては、この限りでない。 

 

（損失の防止軽減等の義務） 

第 17 条 被保険者は、日本貿易保険が貿易保険共通運用規程（平

成 13 年４月１日 01‐制度‐00058。以下「共通運用規程」とい

う。）に定める時から、第 28条第１項又は第 34条第１項若しく

は第２項に規定する権利行使等の委任を行うまでの間（保険金支

払までに当該権利行使等の委任が行われない場合は保険金支払

までの間をいう。以下、本条において同じ。）損失を防止軽減す

るため、他の債権におけるのと同一の注意をもって一切の合理的

措置を講ずる義務を負う。 

（損失の防止軽減等の義務） 

第 17 条 被保険者は、損失を防止軽減するため、他の債権におけ

る注意と同様の注意をもって一切の合理的措置を講じなければ

ならない。 

 

 

２ 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を

受けることができる場合、前項に基づき、その賠償請求権又は保

証債務の履行請求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはな

らない。 

２ 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を

受けることができる場合、その賠償請求権又は保証債務の履行請

求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはならない。 

 

３ 被保険者は、第１項に定める期間において、回収に要した費用

を負担する。ただし、回収費用の負担については、第 31 条の規

定によるものとする。 

３ 日本貿易保険は、被保険者が前２項の規定による義務の履行の

ために要した費用をその義務の履行によって取得した金額を限

度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、

その限度を超えて負担することがある。 

 

（入金の通知義務） 

第 18条 被保険者は、第 16条の規定に基づき損失等発生通知を行

った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるとき

（入金の通知義務） 

第 18条 被保険者は、第 16条の規定に基づき損失発生通知又は危

険発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した
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は、当該金額の入金のあった日から１月以内かつ、保険金の支払

の請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければなら

ない。 

金額があるときは、当該金額の入金のあった日から１月以内か

つ、保険金請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなけれ

ばならない。 

（調査に応ずる義務） 

第 19条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、

技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、調査、

報告若しくは資料の提出を求めた場合又は輸出契約等若しくは

供給契約に関する帳簿書類、輸出貨物等その他の物件を調査しよ

うとした場合には、これに応じなければならない。 

（調査に応ずる義務） 

第 19条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、

技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、調査、

報告若しくは資料の提出を求めた場合又は輸出契約等若しくは

供給契約に関する帳簿書類、輸出貨物等その他の物件を調査しよ

うとした場合には、これに応じなければならない。 

 

２ 被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、技術等の提供、輸出

契約等、供給契約又は代金等に関し、輸出契約等の相手方に対し、

調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当

該調査、報告又は資料の提出が円滑に行われるよう日本貿易保険

に協力しなければならない。 

２ 被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、技術等の提供、輸出

契約等、供給契約又は代金等に関し、輸出契約等の相手方に対し、

調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当

該調査、報告又は資料の提出が円滑に行われるよう日本貿易保険

に協力しなければならない。 

 

３ 被保険者は、第 30 条第２項及び第４項の規定により納付すべ

き金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業

務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を

求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その

他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければなら

ない。 

３ 被保険者は、第 29条第７項から第 10項までの各項の規定によ

り納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿

易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資

料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳

簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じな

ければならない。 

 

（告知義務違反） 

第 20 条 保険契約締結又は保険金支払限度額の増額の当時、被保

険者が損失を受けるおそれのある重要な事実（以下「告知事項」

という。）がある場合には、保険契約者又は被保険者は、日本貿

易保険にこれを告げなければならない。 

（告知義務違反） 

第 20 条 保険契約締結又は保険金支払限度額の増額の当時、保険

契約者又は被保険者が損失を受けるおそれのある重要な事実の

あることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれ

を告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は、

保険契約を解除することができる。 

 

２ 告知事項について、保険契約者又は被保険者が故意又は過失に

よって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告

げたときは、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。 

  

３ 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知っ

た日から２月間行使しないときは、消滅する。 

２ 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知っ

た日から２月間行使しないときは、消滅する。 

 

４ 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第２項に基づ

いて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損

３ 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第１項に基づ

いて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損
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失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、告知事項

に基づいて発生したものではない場合は、この限りでない。 

失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、第１項に

規定する損失を受けるおそれのある重要な事実に基づいて発生

したものではない場合は、この限りでない。 

第 21条 （略） 第 21条 （略）  

第５章 保険料 

（保険料の納付等） 

第 22 条 保険契約者は、日本貿易保険が指定する日までに貿易保

険の保険料率等に関する規程（平成 16 年７月２日 04‐制度‐

00034。以下「保険料率等規程」という。）に従って日本貿易保険

の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければ

ならない。 

第５章 保険料 

（保険料の納付等） 

第 22 条 保険契約者は、日本貿易保険が指定する日までに貿易保

険の保険料率等に関する規程（平成 16 年７月２日 04‐制度‐

00034。以下「保険料率等規程」という。）に従って日本貿易保険

の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければ

ならない。 

 

２ 保険契約者が日本貿易保険の指定する日又は第６項の規定に

基づき保険料を支払うべき日までに前項に規定する保険料の全

額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険

料について日本貿易保険の指定する日又は第６項の規定に基づ

き保険料を支払うべき日の翌日から保険契約者の納付すべき保

険料が納付される日までの日数に応じて年 10.95％の割合で計算

した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならな

い。ただし、第４項の規定に基づき保険契約が解除された場合は、

この限りでない。 

２ 保険契約者が日本貿易保険の指定する日までに前項に規定す

る保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料

及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日の翌日から

保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応

じて年 10.95％の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に

従い納付しなければならない。ただし、第４項の規定に基づき保

険契約が解除された場合は、この限りでない。 

 

３ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合にお

いて、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たな

い額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険

料、延滞金の順に充当する。 

３ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合にお

いて、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たな

い額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険

料、延滞金の順に充当する。 

 

 

４ 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日又は第６項の規定に

基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額

の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本

貿易保険は保険契約の全部を解除することができる。 

４ 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険

の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかっ

たときは、日本貿易保険は保険契約の全部を解除することができ

る。 

 

５ 前項の規定による解除は、保険契約の締結の日から効力を生ず

る。 

５ 前項の規定による解除は、保険契約の締結の日から効力を生ず

る。 

 

６ 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法
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令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第１項の

規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険

契約者は、日本貿易保険に対する第１項に定める保険料の支払債

務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払

うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿易保険

は、新たに支払期日を指定することができる。 

７ 日本貿易保険は、保険関係成立期間中に、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、保険契約者の申請に基づき、納

付された保険料のうち当該各号の輸出契約等の相手方に係るも

の（以下「引受停止対象保険料」という。）に、当該各号のいず

れかに該当した日の属する月の翌月から起算した保険関係成立

期間の残存月数の 12 月に対する割合を乗じて得た金額を返還す

る。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。 

一 証券記載の仕向国又は支払国が、日本貿易保険が定める引受

停止国となったとき 

二 名簿規程第１条に基づき作成された海外商社名簿に登録さ

れている輸出契約等の相手方の格付が事故管理区分となった

とき 

６ 日本貿易保険は、保険関係成立期間中に、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、保険契約者の申請に基づき、納

付された保険料のうち当該各号の輸出契約等の相手方に係るも

の（以下「引受停止対象保険料」という。）に、当該各号のいず

れかに該当した日の属する月の翌月から起算した保険関係成立

期間の残存月数の 12 月に対する割合を乗じて得た金額を返還す

る。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。 

一 証券記載の仕向国又は支払国が、日本貿易保険が定める引受

停止国となったとき 

二 名簿規程第１条に基づき作成された海外商社名簿に登録さ

れている輸出契約等の相手方の格付が事故管理区分となった

とき 

 

８ 前項の規定にかかわらず、被保険者が第 16条の規定に基づき、

損失等の発生を通知した場合、日本貿易保険は、引受停止対象保

険料を返還しない。 

７ 前項の規定にかかわらず、被保険者が第 16条の規定に基づき、

損失の発生若しくは危険の発生を通知した場合、日本貿易保険

は、引受停止対象保険料を返還しない。 

 

９ 日本貿易保険は、第 11 条の２に基づき保険契約を解除した場

合、納付された保険料のうち保険契約を解除した日の属する月の

翌月から起算した保険関係成立期間の残存月数の 12 月に対する

割合を乗じて得た金額を返還する。ただし、保険料率等規程で定

める場合を除く。 

８ 日本貿易保険は、第 11 条の２に基づき保険契約を解除した場

合、納付された保険料のうち保険契約を解除した日の属する月の

翌月から起算した保険関係成立期間の残存月数の 12 月に対する

割合を乗じて得た金額を返還する。ただし、保険料率等規程で定

める場合を除く。 

 

10 前３項に定める場合のほか、保険契約の無効、失効若しくは解

除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない

場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。 

９ 前３項に定める場合のほか、保険契約の無効、失効若しくは解

除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない

場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。 

 

第６章 保険金の支払 

（保険金の請求） 

第 23 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

（以下「保険金請求人」という。）は、自己の費用をもって損失

第６章 保険金の支払 

（保険金の請求） 

第 23 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

（以下「保険金請求人」という。）は、自己の費用をもって損失
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の計算を行い、保険金請求書に第 28 条第１項に規定する権利行

使等の委任についての委任状、損失計算書、証拠書類その他必要

な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。なお、

第 34 条第１項又は第２項に規定する権利行使等の委任が保険金

請求時においても有効である場合においては、本条に基づく委任

状は提出されているものとみなす。 

２ 前項の請求は、次の各号に定められた期間に行うものとする。

ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限

りでない。  

一 第３条第１号による損失にあっては、損失等発生通知を行っ

た日以降、事故確定日から９月以内 

二 第３条第２号又は第３号による損失にあっては、損失等発生

通知を行った日以降、決済期限から９月以内。ただし、第４条

第 14 号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決

済期限から３月を経過した日以降、決済期限から９月以内 

の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要

な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。 

 

 

 

 

２ 前項の請求は、次の各号に定められた期間に行うものとする。

ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限

りでない。  

一 第３条第１号による損失にあっては、損失発生通知を行った

日以降、事故確定日から９月以内 

二 第３条第２号又は第３号による損失にあっては、損失発生通

知を行った日以降、決済期限から９月以内。ただし、第４条第

14 号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済

期限から３月を経過した日以後、決済期限から９月以内 

３ 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日

本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わな

い場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。 

３ 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日

本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わな

い場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。 

 

４ 保険金の支払を請求した者は、日本貿易保険がてん補責任の有

無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めた

ときは、遅滞なく、これに応じなければならない。 

４ 保険金請求人は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補

額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞な

く、これに応じなければならない。 

 

５ 保険金請求人は、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、

保険金の支払を請求するまでに、同条第１項及び第２項に規定す

る保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請

求をすることが認められないものとする。 

  

（保険金請求権の消滅時効） 

第 24 条 保険金請求権は、次の各号に定められた日から２年を経

過した場合、時効により消滅するものとする。 

一 第３条第１号による損失にあっては、限度額設定型貿易保険

運用規程（平成 15 年３月 14 日 03‐制度‐00019）に定める

確定日 

 

二 第３条第２号又は第３号による損失にあっては、決済期限。

（保険金請求権の消滅時効） 

第 24 条 保険金請求権は、次の各号に定められた日から２年を経

過した場合、時効により消滅するものとする。 

一 第３条第１号による損失にあっては、限度額設定型貿易保険

運用規程（平成 15年３月 14日 03‐制度‐00019）に定める

確定日 

二 第３条第２号又は第３号による損失にあっては、決済期限。

ただし、第４条第 14 号の事由による損失がてん補される場合
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ただし、第４条第 14 号の事由による損失がてん補される場合

にあっては、決済期限から３月を経過した日 

にあっては、決済期限から３月を経過した日 

２ 前条第５項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げな

い。 

  

（保険金の支払） 

第 25条 日本貿易保険は、第 23条第１項に定める手続による請求

を受けた日から２月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため

特に時日を要するときは、この限りでない。 

（保険金の支払） 

第 25条 日本貿易保険は、第 23条第１項に定める手続による請求

を受けた日から２月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため

特に時日を要するときは、この限りでない。 

 

２ 第６条の損失額の算出にあたり、輸出等不能貨物又は代金回収

不能貨物の処分により第７条第１号に規定する取得した金額又

は取得し得べき金額を控除しなかった場合、日本貿易保険は、保

険金支払に際し、条件を付すことができる。なお、日本貿易保険

が条件を付したときは、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の

処分により取得した金額及びこれに要した費用は、第 28 条第９

項に定める回収金及び第 31 条第２項に定める回収費用に該当し

ない。 

  

３ 第６条の損失額の算出にあたり、第７条第１号から第３号まで

に規定する取得し得べき金額を控除した場合、日本貿易保険は、

保険金支払に際し、条件を付すことができる。 

  

４ 被保険者と輸出契約等の相手方との間に保険契約の対象とな

る権利に係る紛争がある場合（当該権利の存在、有効性及び金額

に疑義がある場合を含むが、これらに限らない。）、両当事者を

拘束する仲裁判断、確定判決又は和解等により当該紛争が最終的

に解決したことを証する資料が提出されるまでの間、日本貿易保

険は保険金の支払を留保することができる。 

  

第 26条 （略） 第 26条 （略）  

 （保険金の条件付支払） 

第 27 条 第３条第１号の危険をてん補する場合であって、被保険

者が保険金の支払の時までに輸出貨物等を処分しておらず、か

つ、第８条の規定によるてん補責任額の算定にあたって当該貨物

等の合理的な評価額を確定することが困難と認められるときは、

日本貿易保険は当該保険金の支払について条件を付すことがで

きる。 
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第７章 債権の回収 

（保険代位） 

第 27条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第 25条の

規定に基づき、保険契約者又は被保険者が、輸出契約等の相手方、

保証人等信用補完措置を行う者、その他の未回収額（次項に定め

るものをいう。以下この項において同じ。）に関し被保険者が行

使しうる債権について支払責任又は賠償責任を負う者（以下「回

収に係る権利行使等の相手方」という。）に対して有する未回収

額及び決済期限の翌日から発生する延滞利息（保険金請求日まで

に回収した元本について生じた延滞利息を除く。）に係る権利を、

以下の割合で取得する（以下、当該権利につき本条に基づいて日

本貿易保険が取得する割合を「代位比率」といい、当該権利のう

ち、代位比率に基づき日本貿易保険が取得する権利を「代位債権」

という。）。 

一 第３条第１号のてん補危険による損失の場合 

（支払保険金額－第７条第１号において控除される費用の額

×第８条第１項で定める割合）／（第６条の損失額－第７条第

１号において控除される費用の額＋第７条第５号の額） 

二 第３条第２号又は第３号によるてん補危険の損失の場合 

（支払保険金額－第７条第１号において控除される費用の額

×第８条第１項で定める割合）／（第６条の損失額－第７条第

１号において控除される費用の額） 

第７章 債権の回収 

（保険代位） 

第 28 条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第 25条の

規定に基づき保険金の支払の時に被保険者の有していた代金に

係る債権を支払った保険金の額の第６条に規定する残額に対す

る割合をもって取得する。 

 

２ 前項に規定する未回収額とは、輸出契約等に係る以下の各金額

のうち、第 23 条に基づく保険金の支払の請求時において回収で

きていない金額（延滞利息を除く。）をいう。 

一 第３条第１号のてん補危険にあっては、被保険者が第４条

第１号から第 13 号までのいずれかに該当する事由により輸

出することができなくなった輸出貨物又は販売することが

できなくなった仲介貿易貨物（同条第１号、第２号又は第８

号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため

輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売が著しく困難とな

ったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期

日から２月を経過した日までに輸出することができなかっ
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た輸出貨物及び販売することができなかった仲介貿易貨物

を含む。）の輸出契約等に基づく代金の額 

二 第３条第２号又は第３号のてん補危険にあっては、第４条

第１号から第９号まで、第 12号又は第 14号のいずれかに該

当する事由により被保険者が決済期限までに回収すること

ができない代金等の額 

（回収の主体） 

第 28 条 日本貿易保険に対し保険金の支払の請求を行う場合に

は、被保険者は、日本貿易保険に対し、輸出契約等に係る権利に

ついて、代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これら

に類する金銭を回収するため権利行使等をする権限の委任（以下

「権利行使等の委任」という。）を行わなければならない。ただ

し、日本貿易保険が、被保険者に対し、権利の全部又は一部につ

き、権利行使等の委任が不要であると指示した場合は、この限り

でない。 

  

２ 権利行使等の委任の対象となる権利について、質権者、譲渡担

保権者その他の権利者（以下「担保権者等」という。）が存在す

る場合には、被保険者は、当該担保権者等より日本貿易保険への

権利行使等の委任について事前の書面による承諾を得ることそ

の他の日本貿易保険が適法かつ有効に前項の権利行使等を行う

ために必要な一切の手続を行うよう努める。 

  

３ 輸出契約等に係る権利のうち保険金支払後の代位債権は、権利

行使等の委任の有無にかかわらず、第 27 条の定めに従い、日本

貿易保険が取得する。 

  

４ 日本貿易保険は、代位債権又は第１項に基づき権利行使等の委

任を受けた権利（以下「代位債権等」という。）につき、第 27

条に基づく代位後又は権利行使等の委任がなされた後は、自己又

は被保険者のために、代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金

その他これらに類する金銭について権利行使等をするものとし、

回収するために必要と認めた手段（法的手続の履践を含むが、こ

れに限らない。）を被保険者の名義で実行することができる。 

  

５ 日本貿易保険が必要と認める場合には、被保険者に対し、代位

債権等の全部又は一部につき権利行使等をすることを指示する
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ことができる。 

６ 被保険者は、前項の規定に基づいて日本貿易保険が指示した場

合を除き、代位債権等については、第 27 条に基づく代位後又は

権利行使等の委任後、自らは一切の権利行使等を行わず、日本貿

易保険が自らの判断に基づき輸出契約等に係る債権の決済条件

等について変更を加えること、又は国際約束に基づく債務救済措

置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することに

ついて、同意し、当該権限を日本貿易保険に付与する。 

  

７ 日本貿易保険は、代位債権等の回収を第三者に委任することが

できる。 

  

８ 日本貿易保険は、理由の如何を問わずいつでも、権利行使等の

委任の全部又は一部を解除することができる。なお、本項に基づ

く委任の解除に関して被保険者その他の第三者に損害等が生じ

たときであっても、日本貿易保険は被保険者その他の第三者に対

して一切の責任を負わない。 

  

９ 被保険者は、代位債権等につき、未回収額（前条第２項に定め

る未回収額をいう。）について、保険金請求後に回収した金額（代

金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金

銭、てん補危険の発生に起因して回収した損失補填を目的とする

補償金等を含む。以下「回収金」という。）の配分方法その他手

続的な事項について、共通運用規程に従わなければならない。 

  

（回収に関する義務） 

第 29 条 被保険者は、日本貿易保険が被保険者に対して、前条第

５項に基づき、次の各号のいずれか全部又は一部を指示した場

合、当該指示に従わなければならない。 

一 回収に係る権利行使等の相手方との交渉 

二 回収に係る法的手続 

三 日本貿易保険が被保険者の名義で代位債権等を回収するた

めに必要な協力（日本貿易保険から委任を受けた第三者が行う

回収に必要な書類を提出すること及び日本貿易保険の保険代

位を輸出契約等の相手方の住所地法において当該相手方その

他の第三者に対抗するために必要な手続きを行うことを含

む。） 
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四 前三号に掲げるもののほか、回収に当たって必要と認められ

る全ての措置 

２ 被保険者が、前項に基づき代位債権等の全部又は一部について

権利行使等をするにあたり、次の各号に定める事由を行う場合に

は、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。 

一 代位債権等を第三者に譲渡すること 

二 弁護士又は回収業者（以下「弁護士等」という。）に権利行

使等を委任すること 

三 代位債権等の決済条件等について変更を加えること 

四 代位債権等の全部又は一部を放棄すること 

五 その他日本貿易保険が指示すること 

  

３ 被保険者は、第１項に規定する義務の履行の状況について、日

本貿易保険に書面で報告しなければならない。 

  

４ 被保険者は、第１項に規定する日本貿易保険による指示の有無

にかかわらず、回収に係る権利行使等の相手方の財産に係る法的

手続があったこと又は既に行われている法的手続に変化が生じ

たことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく報告しなければ

ならない。 

  

（回収金納付義務） 

第 30 条 被保険者は、回収金があったときは、次条に基づき日本

貿易保険が取得する金額を日本貿易保険に納付する義務を負う。 

  

２ 被保険者は、前項に基づき、回収のあった日（回収のあった日

が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受

けた日）から 1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に

規定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険

に納付しなければならない。 

  

３ 保険金の支払の請求がなされた後において、輸出等不能貨物又

は代金回収不能貨物を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、

輸出契約等に基づく当該貨物に係る代金の全額を回収したもの

とみなす。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限り

でない。 

  

４ 前項の場合には、被保険者は、引き渡した日（引き渡した日が

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受け
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た日）から 1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に規

定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に

納付しなければならない。 

（回収金の配分及び回収費用の負担） 

第 31 条 日本貿易保険は、回収金に代位比率を乗じた金額を、支

払った保険金額及び同金額について回収に係る権利行使等の相

手方に請求できる延滞利息の額を上限として取得し、残額を被保

険者が取得する。第３条第２号又は第３号のてん補危険の場合、

日本貿易保険は、回収金から取得した額を上限として、被保険者

に以下のいずれか少ない金額を控除利息として被保険者に支払

う。 

一 第６条の損失額に決済期限の翌日から保険金支払日（保険

金の支払を受けた日以前に回収があった場合には、当該回収

のあった日）までの期間に応じて、共通運用規程に定める利

率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利

息（保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利

息を除く。）を除いた額に支払った保険金の額の第６条の損

失額に対する割合を乗じて得た金額（支払った保険金の額又

は第６条の損失額に費用が含まれている場合は、当該費用を

除いた金額。以下この号において同じ。）。ただし、同金額

のうち既に被保険者に充当した金額がある場合は、当該充当

した金額を控除した金額 

二 回収金に対し、支払った保険金の額の第６条の損失額に対

する割合を乗じて得た金額 

  

２ 日本貿易保険は、輸出契約等に係る次の費用（以下「回収費用」

という。）に代位比率を乗じた金額を負担し、残額を被保険者が

負担する。 

一 第 17 条第１項に定める期間において、日本貿易保険が事

前に認めた場合であって、被保険者が弁護士等に回収を委任

すること又は回収のための法的手段をとることに要した費

用 

二 第 28条第１項又は第 34条第１項若しくは第２項に基づく

権利行使等の委任後（保険金支払までに当該権利行使等の委
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任が行われない場合は保険金支払後）の回収に要した費用 

三 輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分に要した費

用 

３ 前項の規定にかかわらず、第 33 条に基づき回収を終了するに

あたり、回収費用の総額が回収金の総額を超過する場合、日本貿

易保険は、超過した回収費用を負担するものとし、当該費用のう

ち、被保険者が支払った金額について、日本貿易保険は被保険者

に支払う。 

  

４ 前２項の規定にかかわらず、被保険者が輸出等不能貨物又は代

金回収不能貨物を処分した場合、被保険者は、当該貨物を処分す

ることにより取得した金額を超過した貨物の処分に係る回収費

用を負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保険が支払っ

た金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。 

  

５ 第３条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ず

る事由による損失と認められない場合、保険契約が無効の場合、

又は免責、保険金返還若しくは保険契約の解除の事由に該当して

保険金の全部又は一部が返還される場合、第１項から第４項まで

の規定にかかわらず、返還される保険金相当分の回収費用は、被

保険者がこれを負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保

険が負担した金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。 

  

 （回収金の納付） 

第 29 条 被保険者は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の

請求がなされた後においても、自己又は日本貿易保険のために代

金等又は損害賠償金、違約金その他これらに類する金銭の回収に

努めなければならない。ただし、当該回収に係る権利の行使の相

手方についての破産手続開始の決定がなされたことその他やむ

をえない事由により当該回収に係る権利を行使することが困難

であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は第４

項若しくは次条第３項の規定に基づき権利行使等の委任を行っ

たときは、この限りでない。 

 

 ２ 被保険者は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本

貿易保険に書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし

書の規定により日本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使
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等の委任を行ったときは、この限りでない。 

 ３ 被保険者は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を輸出契

約等の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に

対抗することができるために必要な手続を行うことを日本貿易

保険が指示したときは、これに従わなければならない。 

 

 ４ 被保険者は、前項による義務を履行したときは、被保険者が有

している保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使

等の委任を行わなければならない。 

 

 ５ 被保険者は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の

配分方法、その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程

（平成 13年４月１日 01‐制度‐00058。以下「共通運用規程」

という。）に従わなければならない。 

 

 ６ 日本貿易保険は、第１項による義務の履行のために要した費用

を取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が

必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。 

 

 ７ 被保険者は、保険金の支払の請求がなされた後、輸出契約等に

基づいて輸出することができなくなった輸出貨物、販売すること

ができなくなった仲介貿易貨物（以下「輸出等不能貨物」という。）

又は輸出契約等に基づいて代金を回収することができなくなっ

た貨物（以下「代金回収不能貨物」という。）を処分することに

より回収した金額があるときは、回収のあった日（回収のあった

日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を

受けた日。次項において同じ。）から１月以内にその旨を日本貿

易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出さ

れた金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納

付しなければならない。  

  一 輸出等不能貨物を処分することにより回収した金額がある

場合    

（転売額－当該貨物の評価額－Ａ）× 
支払保険金額 

第６条の損失額 

  二 代金回収不能貨物を処分することにより回収した金額があ

る場合  

（転売額－Ａ）× 支払保険金額 －Ｂ 
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第６条の損失額 

Ａは、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分に要した

費用（ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。） 

Ｂは、第６条の損失額に決済期限の翌日から保険金支払日（代金回

収不能貨物の処分が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該

貨物を処分した日）までの期間に応じ共通運用規程に定める利率を

乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息（保険金請

求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。以下次項において同

じ。）を除いた額に支払った保険金の額の第６条の損失額に対する

割合を乗じて得た金額から既に被保険者に充当した金額を除いた

金額又は転売額からＡを除いた金額に支払った保険金の額の第６

条の損失額に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額 

 

 ８ 被保険者は、保険金の請求がなされた後、前項に規定するほか、

回収した金額があるときは、回収のあった日から１月以内にその

旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の

式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿

易保険に納付しなければならない。  

一 第３条第１号のてん補危険の場合 

（回収金額－Ａ）× 
支払保険金額 

 
第６条の損失額 

二 第３条第２号又は第３号のてん補危険の場合   

（回収金額－Ａ）× 
支払保険金額 

－Ｂ 
第６条の損失額 

Ａは、第１項による義務の履行のために要した費用（ただし、

日本貿易保険が認めた金額に限る。） 

Ｂは、第６条の損失額に決済期限の翌日から保険金支払日

（回収が保険金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収の

あった日）までの期間に応じ共通運用規程に定める利率を乗じ

て得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息を除いた

額に支払った保険金の額の第６条の損失額に対する割合を乗

じて得た金額から既に被保険者に充当した金額を除いた金額

又は回収した金額からＡを除いた金額に支払った保険金の額
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の第６条の損失額に対する割合を乗じて得た金額のいずれか

少ない金額 

 ９ 保険金の支払の請求がなされた後において、被保険者が輸出等

不能貨物又は代金回収不能貨物を輸出契約等の相手方に引き渡

したときは、輸出契約等に基づく当該貨物に係る代金の全額を回

収したものとみなす。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合を

除く。 

 

 10 前項の場合には、被保険者は、引き渡した日（引き渡した日が

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受け

た日）から１月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、日本貿易

保険が指定する次の金額を日本貿易保険の指定する日までに日

本貿易保険に納付しなければならない。 

一 輸出等不能貨物を引き渡した場合 

第７項第１号の算式によって算定された額。この場合「転売

額」とあるのは、「引き渡した貨物の代金の額」とする。 

二 代金回収不能貨物を引き渡した場合 

第７項第２号の算式によって算定された額。この場合「転売

額」とあるのは、「引き渡した貨物の代金の額」とする。 

 

（違約金等） 

第 32条 被保険者は、第 30条第２項又は第４項に該当する場合に

おいて、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠

ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額（以下「回収納

付金額」という。）について回収のあった日（回収のあった日が、

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受け

た日）の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年

10.95％の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日ま

でに日本貿易保険に納付しなければならない。 

 

11 第７項、第８項又は前項のいずれかに該当する場合において、

各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠った被

保険者は、当該各項の規定により納付すべき金額（以下「回収納

付金額」という。）について回収のあった日（回収のあった日が、

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受け

た日）の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年

10.95％の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日ま

でに日本貿易保険に納付しなければならない。 

 

２ 被保険者は、第 30 条第２項若しくは第４項又は前項に該当す

る場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき

金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、

当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌

日から納付される日までの日数に応じて年 10.95％の割合で計算

した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならな

12 被保険者は、第７項、第８項、第 10 項又は前項のいずれかに

該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付

すべき金額を日本貿易保険の指定する日の翌日までに納付しな

かったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指

定する日から納付される日までの日数に応じて年10.95％の割合

で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければ
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い。 ならない。 

３ 前２項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合にお

いて、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満た

ない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回

収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。 

13 前２項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合にお

いて、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満た

ない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回

収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。 

 

（回収行為の終了） 

第 33 条 日本貿易保険は、代位債権等について回収が困難である

と判断したときは、第 28 条第１項又は次条第１項若しくは第２

項に基づく被保険者による権利行使等の委任を解除し、回収を終

了することができる。 

  

２ 前項に基づき権利行使等の委任が解除された場合において、日

本貿易保険が第 28 条第５項に基づき被保険者に対し既に指示を

出している場合は、当該指示も将来に向かって効力を失うものと

し、第 29条第１項から第３項までの義務は、以後これを免れる。 

  

３ 被保険者は、第 29条第４項及び第 30条の義務については、代

位債権の全部について回収されるまでの間、これを負う。ただし、

日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。 

  

（日本貿易保険による保険金の支払の請求前の権利の行使） 

第 34 条 日本貿易保険は、保険金の支払の請求前に輸出契約等に

係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当

該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことが

でき、被保険者は、合理的な理由がない限り、これに応じなけれ

ばならない。 

（日本貿易保険による権利の行使） 

第 30 条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の

行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係

る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。 

 

２ 被保険者は、保険金の支払の請求前に、日本貿易保険に輸出契

約等に係る債権の権利行使等の委任を申し込むことができ、日本

貿易保険は、当該権利行使等を自ら行う必要を認めたときは、こ

れに応じる。 

  

３ 前２項の委任がなされた場合、回収につき、第 28条（ただし、

同条第１項から第３項までを除く。）及び第 29条を準用する。 

  

 ２ 日本貿易保険は、第 28 条の規定に基づき保険代位を行った後

に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当

該債権のうち被保険者が有している部分について被保険者から

権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。 
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 ３ 被保険者は、日本貿易保険から前２項の申込みを受けた場合

は、合理的な理由のあるときを除き、これに応じなければならな

い。 

 

 ４ 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、そ

の他手続的な事項については、前条第５項を準用する。 

 

 ５ 日本貿易保険は、第３項又は前条第４項の規定により権利行使

等の委任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任す

ることができる。 

 

第８章 雑則 

第 35条 （略） 

第８章 雑則 

第 31 条 （略） 

 

（換算率） 

第 36 条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は

一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、

次の各号のとおりとする。 

一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行（銀行法（昭和

56年法律第 59号）第２条第１項に規定する銀行をいう。以下

同じ。）が提示する対顧客直物電信買相場の始値（日本貿易保

険が認めたものをいう。以下同じ。） 

二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧

客直物電信売相場の始値 

三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示

する当該外貨間の換算率の始値 

（換算率） 

第 32 条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は

一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、

次の各号のとおりとする。 

一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行（銀行法（昭和

56年法律第 59号）第２条第１項に規定する銀行をいう。以下

同じ。）が提示する対顧客直物電信買相場の始値（日本貿易保

険が認めたものをいう。以下同じ。） 

二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧

客直物電信売相場の始値 

三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示

する当該外貨間の換算率の始値 

 

２ 代金等の額が外貨建てのときは、保険価額、第６条の損失額及

び第８条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第

１号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。（以下第

３項から第５項までの各項において同じ。） 

一 保険価額にあっては、輸出契約等の締結の日（保険関係の成

立後に代金等の額が増額変更された場合の当該増額部分に係

る保険価額又は代金等が邦貨建てから外貨建てに変更された

場合若しくは外貨建てから他の外貨建てに変更された場合の

保険価額は、当該輸出契約等が変更された日。以下この項にお

いて同じ。） 

二 第３条第１号に係る第６条の損失額及び第８条のてん補責

２ 代金等の額が外貨建てのときは、保険価額、第６条の損失額及

び第８条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第

１号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。（以下第

３項から第５項までの各項において同じ。） 

一 保険価額にあっては、輸出契約等の締結の日（保険関係の成

立後に代金等の額が増額変更された場合の当該増額部分に係

る保険価額又は代金等が邦貨建てから外貨建てに変更された

場合若しくは外貨建てから他の外貨建てに変更された場合の

保険価額は、当該輸出契約等が変更された日。以下この項にお

いて同じ。） 

二 第３条第１号に係る第６条の損失額及び第８条のてん補責
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任額にあっては、輸出契約等の締結の日 

三 第３条第２号又は第３号に係る第６条の損失額及び第８条

のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日又は代金等

の決済期限のいずれか円高（輸出契約等に表示された外貨の本

邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した

場合をいう。）の日 

任額にあっては、輸出契約等の締結の日 

三 第３条第２号又は第３号に係る第６条の損失額及び第８条

のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日又は代金等

の決済期限のいずれか円高（輸出契約等に表示された外貨の本

邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した

場合をいう。）の日 

３ 第７条各号の金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該

金額は、その額が確定した日における第１項各号のいずれかの外

国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、同条

第１号に規定する費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨

で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適

用し、表示通貨以外の通貨で買い取って支払った場合、当該通貨

はその額が確定した日における第１項各号のいずれかの外国為

替相場により表示通貨に換算するものとする。 

３ 第７条各号の金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該

金額は、その額が確定した日における第１項各号のいずれかの外

国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、同条

第１号又は第２号に規定する費用について、当該費用に係る通貨

を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された

換算率を適用する。 

 

４ 第 30 条第２項の規定に基づき回収した金額を納付する場合に

おいて、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当

該金額は、回収を確認した日における第１項各号のいずれかの外

国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、回収

した金額に係る通貨を表示通貨で買い取る場合は、当該買取に使

用する換算率を適用し、表示通貨以外の通貨で買い取る場合、当

該通貨はその額が確定した日における第１項各号のいずれかの

外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。 

４ 第 29 条第７項又は第８項の規定に基づき回収した金額を納付

する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建ての

ときは、当該金額は、回収を確認した日における第１項各号のい

ずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。 

 

５ 第 31 条第２項又は第３項に規定する日本貿易保険の負担する

費用は、当該費用が外貨建てのときは、当該費用は、その額が確

定した日における第１項第１号の外国為替相場により邦貨に換

算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る

通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された

換算率を適用し、邦貨以外の通貨で買い取って支払った場合は、

当該通貨はその額が確定した日における第１項各号のいずれか

の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。 

５ 第 17条第３項又は第 29条第６項に規定する日本貿易保険の負

担する費用は、次の各号の規定により換算する。 

一 第 29 条第７項又は第８項に規定する費用が表示通貨と異な

る通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日におけ

る第１項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換

算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係

る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使

用された換算率を適用する。 

二 第７条第１号若しくは第２号又は第 29 条第７項若しくは第

８項の規定によらない方法で日本貿易保険の負担する費用を

請求する場合において、当該費用が外貨建てのときは、当該費
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用は、その額が確定した日における第１項第１号の外国為替相

場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用につい

て、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、

当該買取に使用された換算率を適用する。 

６ 第２項から第５項において定める日に第１項各号の外国為替

相場がない場合は、その日の直前の第１項各号の外国為替相場の

ある日における当該外国為替相場を適用する。 

６ 第２項から第５項において定める日に第１項各号の外国為替

相場がない場合は、その日の直前の第１項各号の外国為替相場の

ある日における当該外国為替相場を適用する。 

 

７ 第１項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合に

は、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。 

７ 第１項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合に

は、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。 

 

８ 日本貿易保険が特に認めた場合には、第２項から第７項までの

規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。 

８ 日本貿易保険が特に認めた場合には、第２項から第７項までの

規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。 

 

第 37条～第 38条 （略） 第 33 条～第 34条（略）  

（保険金支払後の債権譲渡） 

第 39 条 保険金支払日以後において、被保険者が、保険事故に係

る債権のうち被保険者が有している部分を譲渡しようとすると

きは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなけ

ればならない。ただし、譲渡が日本貿易保険の指示による場合は、

この限りでない。 

（保険金支払後の債権譲渡） 

第 35 条 保険金支払日以後において、被保険者が、保険事故に係

る債権のうち被保険者が有している部分を譲渡しようとすると

きは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなけ

ればならない。 

 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けること

ができる。 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けること

ができる。 

 

（質権又は譲渡担保の設定） 

第 40 条 被保険者は、この約款に基づく保険関係について、保険

の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定しよ

うとするときは、当該質権又は譲渡担保権の取得予定者と連名で

事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。ただし、日本

貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。 

（質権又は譲渡担保の設定） 

第 36 条 被保険者は、この約款に基づく保険関係について、保険

の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定しよ

うとするときは、当該質権又は譲渡担保権の取得予定者と連名で

事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。ただし、日本

貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。 

 

２ 日本貿易保険は、前項の承諾に当たっては、条件を付けること

ができる。 

２ 日本貿易保険は、前項の承諾に当たっては、条件を付けること

ができる。 

 

第 41条～第 42条 （略） 

 

附 則 

この改正は、平成 26年 10月１日から実施する。 

第 37 条～第 38条（略）  

 


